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兵庫県告示第608号の２ 

令和２年４月21日付け兵庫県告示第514号で告示した甲種危険物取扱者試験、乙種危険物取扱者試験及び丙種

危険物取扱者試験を新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、次のとおり延期し、又は会場を変更する。 

令和２年６月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 延期とする試験地 

神戸市、姫路市、西宮市及び加古川市 

※延期後の実施予定日及び会場は、追って下記３の問合せ先ホームページで公表する。 

２ 試験会場を変更して実施する試験地 

  丹波篠山市 （変更前） 兵庫県立篠山産業高等学校（丹波篠山市郡家403―１） 

        （変更後） 丹波篠山市民センター（丹波篠山市黒岡191） 

  洲本市   （変更前） 兵庫県立洲本実業高等学校（洲本市宇山２―８―65）  

        （変更後） 洲本市総合福祉会館（洲本市山手２―２―26） 

  ※なお、豊岡市は県立但馬技術大学校で令和２年６月14日（日）に予定どおり実施する。 

３ 問合せ先 

  〒650-0024 神戸市中央区海岸通３番地 シップ神戸海岸ビル14階 

  一般財団法人消防試験研究センター兵庫県支部        

  電話 (078)385-5799 

  ホームページ  https://www.shoubo-shiken.or.jp/branch/27hyougo/ 

 

 

 

 

告         示 

兵庫県公報 
発  行  人 

兵   庫   県
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗）令和２年６月２日 火曜日  第２号外 

02企 P1-001 A4


